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発 に あ た っ て

山 農業経営 センターは、山 か
らの を受け、山 農業 合に
を き業 を行っています。

農業経営 センターの業 は、農業 の
の経営 の です。

農業経営には な がありますが、 の
に向け、地 の 機 （JA、 、

農 水産 等）が ー として
を行っています。

の中で 的 を す は、
に き農業経営 センターから

家（中 業 、 理 、社 保 労
、 法 な ）を、現地に し、

を しています。

４年度に いては、 ３の農業経営
を 点 農業 として するとともに、
０７回の 家の現地 を しました。

した経営 は、農業経営の法人化、
農業経営の継承、 規 農 の定 、
定農業 の経営 の 成 な

です。

の成 として、７経営 の法人化が ら
れるとともに、農業経営の継承に向けた農
合法人の 社 の 、経営
化に向けた作業 の 、 規 業 確
保のための 業規 の な も しました。

山 では、農業経営の法人化を して
います。

集 るみで農地を るための集 営農
の法人化が み、全 で３００ を超える

になっています。

山 農業経営 センター
（山 農業 合営農 業 ）

方、近年、 農業経営 が、規模拡大
等を行い法人化を る も てきています。

農業経営 センターでも、こうした 農
業経営の法人化 を していますが、近
年の法人化 について現地 を行い、法
人化の 機や 等について、取りまとめました。

取りまとめにあたり、 の中、取材に応じてい
ただきました４法人の に感 を し げ
ます。

また、 の作成に して をいただいた経
営 の 、 機 の 、

をいただきました中 業 ・社 保
労 の 生、 理 の
生に を し げたいと思います。

今後の 農業経営の法人化を えて ら
れる農業経営 の の になれ と
えて ります。

山 農業経営 センター 長
(山 農業 合営農 長）

木
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経営
、
⽴ （は はら り き）
県 ⾨市

⽴年
令和 年 ⽉

経営規
2 （主 、 、 ）、 苗

売 規

⼈、

業 数 、

事業内容 の⽣産・販売、 苗の⽣産

（は はら）

経 営 の 、 経 営 念

法⼈化の動機、検討期間２

法⼈化に際しての懸念等３

・ （主 ⽤ ⽤ ）と 苗⽣産を
わ 、 年作業 を確⽴し、家 労

⼒を主とした⼤規 経営 2 を実 。

・ は 苗から 出 まで ⽣産。

・機械 等は な り 期間 ⽤し、経費
の に努めている。

・経営 化準備 を活⽤し計画的な機械
を図っている。

経営 念
し い経営

・ 、経営は続けられているが、 も い
に ⼒が ちた。将来の とを え、
い⼈材の雇⽤も 実さ てい がある

と い、農業経営の法⼈化を え めた。

・ だけでな 、 も め家 が した え
となったと 。

・数年前から法⼈化を していた。法⼈化を
決 し、 までの期間は１年程度。

・法⼈化後の社会保険 （法⼈ ）の増

主 備

１、 、事務 １
ラクター （R 規 １、 ）

ー 、（ ）
植機 （ て ）
ン ン て
機 （ ）
機、 機、 機、保

ラ ク ンタ
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い⼈材の雇⽤も 実さ てい がある
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となったと 。

・数年前から法⼈化を していた。法⼈化を
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・社会保険労務⼠を派遣
れまでの 書をもとに、法⼈化の の社会保

険 法⼈ の を した。（ ⼈が
っていた り が ない とが された）

・社会保険労務⼠からの ⾔
社会保険には、 の があり、 等を

に る とができれ 、保険 の⼤ な
がもたらされる。将来の年 等の社会保険に
る も⼤きい とから保険 増 の
かりを しない が いのではとの ⾔を⾏っ

た。

・税理⼠の派遣と ⾔
の 準で法⼈化した が、個⼈で事業

続 る りも 。
法⼈化の の 産等の 法
農業経営 化準備 の取り い等に いて

・専⾨家派遣 回 R 年度、 年度
R 社会保険労務⼠ 社会保険 ）
R 税理⼠（法⼈化、税務 ）
R 8 社会保険労務⼠（社会保険制度）
R 1 司法書⼠（定款作成）
R 1 社会保険労務⼠（就業規則）

経営 の４

法⼈化 た 経営の
の５

・ ・ は個⼈から法⼈が る ⾔

・ 価１ の 産が多いが、法⼈ 1 以
下（ ）で売 で 。

・個⼈経営の 産・ を法⼈に引き ぐ

・法⼈の は、 経営主 から 定 を
り れし として法⼈ に計

・法⼈ は、 税の課税を えながら から
に した えで、 が出 しては か。

・個⼈経営 の 化準備 の ⽴てがあれ
法⼈化 る に取り があるので、 ⽴
を個⼈に し機械等を し法⼈に し出して

は か。

・ は 定期 の からは し、出 を
しない 業 い 業 に た ⽀
い の が 税となる。 が出 ると相続が
となる か、 なし となり の増 や

の⽀ ができな なる。

・ 取引では 費税が課税されるが、 税事業
から課税事業 （ 則課税）になれ 、農機
等の を⾏った場 は 費税の 付を受ける
とができる がある。 課税を した場
には の ⽤は受けられない。

・ ン ス制度の に り、事務 の増 や取
引 に っては、 税 が受けられない場
もあるため、 課税を る事業 も増

している。

法⼈に 管された 産等は され、個⼈経営
の相続 題が解 された。
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経営
、

安 （や なが としお）
下 市 下⼤野

⽴年
令和 年 ⽉

経営規
（主 、 、 、 ）、

⼩ １１ 、
売 規

⼈、

業 数 、

事業内容 ・ の⽣産・販売

経 営 の 、 経 営 念

法⼈化の動機、検討期間２ 法⼈化に際しての懸念等３

・安定した販売 を確保。 を⽴て計画的な
⽀出管理を る とで、 実な経営を 開。

・農業経営の える化を め、 を中⼼とした
収 作経営を 開。

・ に、J A を し作業⼿ 書等の作成に
り い⼈材等でも ・ 理な 作業できる
な 制を整備。雇⽤ の整備も実 。

・また、 ー や農業 を活⽤
し、 タ を 、 の を経
営 活⽤。 に に しい⼈材 ）

経営 念
した に

化 の

・ 業 の 期雇⽤化と就農 の
業 を雇⽤し、 めてもらいたいと と、社

会保険の ⽤な の ⽣や 等の 実
が と えた。

・ の集 営農の法⼈化の もあったが、
まなかったため、個⼈での法⼈化の もあるな
と え、 成3 年 から 格的に えた。

・ の確保と販売価格の安定化

・法⼈化に しての社会保険 の 増

主 備

、 、事務 、
8 1 準備 個⼈ 産とし

て管理
植機2 機2 、計
、 機
機1、 ー 、 ラ 、 ー ラー、

ン 、 ー 、
ブームス ー、 ラ ク2、 ラ ク（2 ）
1

２

今後も管理を依頼される農地は増えると思う。
７０ｈａ程度までは引き受けざるを得ないだろう。
早めに若い人材を雇用し、育成することで、今後の規模
拡大や将来的な経営継承につなげたい。

今後の意気込み

法人化後に感じるメリット等７

・経営全般を管理するようになり、作物管理だ
けでなく、数字と向き合うようになったことは、よ
かったと思う。

・今後は、対外的な発信も行っていきたい。外
から見られる眼も変わってくると思う。

・現時点で、デメリットは、あまり感じない。

・家族内の役割分担は法人化後も大きくは変
わらない。

・立己氏は代表取締役となり経営管理面(記
帳等を含む）も行うこととなった。

・管理圃場は400枚近くあり、畦畔管理が大変。
中山間地のため畦畔の高さが４ｍ近くあるとこ
ろも。草刈りは年４回（春、夏２、秋）。

・春は作業が集中するため草刈りをシルバー人材
センターに外注(年間100人役)。夏は自社労
力（３～４人）で対応。

・遠方(渋木地区)の４５ｈａは３人で管理し
ている（特に、水管理）。

・大型機械は、法定耐用年数を超えて、できるだ
け長く使用するように心がけている。

・冬期は、樹苗生産を行い、収益(価格が安定)
と作業確保に努めている。

大規模経営のポイント６

出荷製品

萩原代表と管理圃場
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・JAや 策 の活⽤。
に る とはした ないが、

の では が しいため、 機 を活⽤。
は に で が るため、年間 た

売 確保に向けて検討したい。

・⾏ の各種事業を ⽤した⽀援策の活⽤。

・社会保険 （法⼈ ）が、 以 に多
かった。 価下 と なったため、令和 年に
法⼈化したものの、 回 のため 年度の
作は個⼈経営として した。 以 の

が となった。

法⼈化の課題解決に向けた対応４

経営 の５

⼈ の に向けた

◆ のた の
・規 ⼤に い、法⼈化前から 業 の雇⽤
を開 。

・ を る事務 等の整備な 就業
の 実や 向 のための 制度を 。

・ の作業の中でも、 化・ ス 化を
し、後 の 成に ⼒。

・また、 制で の 取 を 。

◆ の
・ や付 価 の増 を期 し を

機 に しい がいた とも 機）

・作業の や⼿ が 確化されて スが る
とともに、 業 の が向 。（作業⼿ 書
な も作成し に り、 の ち わ で、 業
やパー の にも作業の れが かる にし、
のない に をしている。）

・ A を る とで 材の を ける になっ
た（ 材の 間も ）。
今後は、 を、取引 ⼤に活かし
たい。

の 業

作業

・法⼈化に して
中⼩企業診断⼠から法⼈化の 的な を
学 とともに、税理⼠から法⼈化 の税務 、
社会保険労務⼠から社会保険制度の ⽤に い
ての ⾔を受けた。

法⼈化後
業 の就業 の 実に いて社会保険労

務⼠からの ⾔を受けている。

・専⾨家派遣 回 R3年度 年度
R3 中⼩企業診断⼠ 法⼈化に いて）
R3 社会保険労務⼠ 社会保険制度）
R3 6 税理⼠（法⼈化、税務 ）
R3 税理⼠（ 産の引き ）
R3 社会保険労務⼠ 雇⽤保険等）
R 社会保険労務⼠ 規程等
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今後の農業 を え、 化と収 を しながら
規 ⼤を図る

売 1 、 ⽣産 制１ ⼈ 経営規 １ 、
経 １

今後の

・ 業 の の 、 場 の

・ 業 も受 的な 度から 的な きに
わってきた。 に、 業 には、 が経

営 であれ したいかと いかけており、
業 ら を図る取 を める になっ
てきたかなと 。J A の 果もある。

・農業で とは、 のサラ ー ン り し
い も多いが、 り、 ら えて になっ
てい と い。

の経営 の課題
・経理等の さ、 の確保の しさ

⼤規模経営の

◆営 の
・作業 程の える化 のため営農⽀援 ス
ム ー を 。

・ス ー ンの を活⽤し、 場 や
作業 程を る とで、 業 ⼠で

タ ムの を実 。作業の
化にも ながっている。

の

の

・管理 る 数 約 。

・ 管理は安 ⼈が 。ブ ク に⾏
。 ごとの にも 。

・ は、今年から ー⼈材センターを活⽤
（ 、 下 の い け）。

・農 も めた。 農 等が
農業 野で活 る とを 、 や⽣きがいを
って社会 画を実 してい 取 ）

・営農⽀援 ス ムの活⽤は前 のとおり。

法⼈化 に 等
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経営
、

（ ら とし ）
市

⽴年
令和 年 ⽉

経営規
野菜12 、野菜苗 1

売 規 １

⼈、

業 数 、県⽴農⼤ ）
１

事業内容 野菜 苗の⽣産販売

経 営 の 、 経 営 念

・ ⼤で な 拓農 で、販売⽤の苗の
や年間を た12 の 野菜 を⼤規
に 開

・ に、タ 苗は県下 の販売 を り、サ
苗等も め、苗⽣産は年間

野菜は 、ブ ー、 菜、⼈ 、
タスな の 野菜を主 に、タ 、
、サ な の 野菜も わ 年

作業 制を

・ い 業 を雇⽤し、業務を て 成を図っ
ている。

・野菜⽣産専⽤機械を 的に活⽤。

・計画的な規 ⼤ R1 R 1 ）と
備 出 整 等）を⾏い、収 を
⼤している。中⼩企業診断⼠は、 務の
等は であると診断している。

経営 念
の し の て、

い 経営 し、 の
に

主 備

作業⼩ 、

パ ス 、 ス（ ）１

ラクター ⼒
⼒
⼒１

⽤管理機 、収穫機 、定植機

３

経営
、

（ ら とし ）
市

⽴年
令和 年 ⽉

経営規
野菜12 、野菜苗 1

売 規 １

⼈、

業 数 、県⽴農⼤ ）
１

事業内容 野菜 苗の⽣産販売

経 営 の 、 経 営 念

・ ⼤で な 拓農 で、販売⽤の苗の
や年間を た12 の 野菜 を⼤規
に 開

・ に、タ 苗は県下 の販売 を り、サ
苗等も め、苗⽣産は年間

野菜は 、ブ ー、 菜、⼈ 、
タスな の 野菜を主 に、タ 、
、サ な の 野菜も わ 年

作業 制を

・ い 業 を雇⽤し、業務を て 成を図っ
ている。

・野菜⽣産専⽤機械を 的に活⽤。

・計画的な規 ⼤ R1 R 1 ）と
備 出 整 等）を⾏い、収 を
⼤している。中⼩企業診断⼠は、 務の
等は であると診断している。

経営 念
の し の て、

い 経営 し、 の
に

主 備

作業⼩ 、

パ ス 、 ス（ ）１

ラクター ⼒
⼒
⼒１

⽤管理機 、収穫機 、定植機

３
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・法⼈化に向けた準備・⼿続き

・法⼈化後の事務作業の増⼤
税理⼠からは、事務作業が増えると⾔われ
ていた。

法⼈化の課題解決に向けた対応４

⼤規模経営の⼯夫５

◆販売について
・⻘果は、多様な販路を開拓し、安定価格での
販売に努⼒している。
⻘果は主に市場経由の販売。
JA経由でサラダクラブと契約取引もしている。
スーパー等との直接取引も増えてきた。

・野菜苗は、ホームセンター等での契約的な販売
をしており、価格は安定している。

◆⽣産について
・⽉ごとの作付け計画を作成し、緻密な⽣産管
理を⼼掛けている。

・定植、収穫等の野菜専⽤機械を活⽤

・各種機械は、できるだけ耐⽤年数を超えて活
⽤し、⽀出を抑えているが、今後は、機械の整
備費（修繕費）を抑制していきたい。

干拓地での作業の風景

法⼈化に際しての懸念等３

・農業経営⽀援センターから、以下の専⾨家
の派遣等を受け、課題解決を図った。

・⽀援内容
就業規則の整備
法⼈化に向けた経営計画の作成
法⼈定款の整備

・専⾨家派遣（6回）（令和元年度中）
R1,8 社会保険労務⼠
R1,11 社会保険労務⼠
R2,1 中⼩企業診断⼠
R2,１ 中⼩企業診断⼠
R2,3 司法書⼠
R2,3 司法書⼠

法⼈化の動機、検討期間２

◆法⼈化の動機
・雇⽤⼈材の確保のため
個⼈経営で雇⽤を募集したが、集まらなかった
ため法⼈化を検討。

（法⼈化後に県⽴農⼤に求⼈に⾏ったが、学⽣
の親御さんからは、法⼈就業となるため安⼼である
との声があった。）

◆検討期間
・以前から税理⼠に法⼈化を相談していた。

・令和元年に県のやまぐち尊農塾を受講し、将
来の経営計画の⽴案と法⼈化計画を策定。

・実質的な検討期間は１年程度。
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経営
、
（おき ら の る） 3

県下 市 野

⽴年
令和 年 ⽉

経営規
6 （主 、 、 、 ）、

⼩ 1

売 規 １

社 ⼈、 、

業 数 １ 、

事業内容 ・⼩ の⽣産・販売

（にっし あぐり）
社 の由来は、 が る から

経 営 の 、 経 営 念

法⼈化の動機、検討期間２

・ （主 、 、 、 ）と⼩
を わ 、家 労 ⼒を主とした⼤規 経
営 6 を実 。

・機械 は な り 期間 ⽤し、
費の に努めている。
また、経営 化準備 と等を活⽤し計画
的な機械 を図っている。

経営 念
して

・ （ ）
税理⼠から 定の も出ており、 の
ターンを契機に法⼈化しては かと⾔われた。

・ （ ）
将来、雇⽤を るのに（ に い ）、個
⼈事業主 り法⼈ の が いと えた
雇⽤ の社会保 を

主 備

ラクター 3、準備 2 、
ン ン3 2、準備 1 、
植機2 1、準備 1 、

農 3 中2、準備 1 、
ー 中2、 3 、
機 中1、 2、準備 2
機2 １、準備 1 、
機・ 機・ 機
ラ ク2、 ラ ク１、 機 、
種機、 苗機、

４

経営の である 苗の生産を しつつ、 地 生産
は若い人材にまか ていきたい。将来的には、 の ッ セ
ンターな にも取り みたい。

今後の意気込み

法人化後に感じるメリット等７
メリット

・雇用 の確保
法人化後、 立農業大 から３ の雇
用を受け れることができた。

・ からの信用の増大
からの引き合いは増 した感じがする。

・ の 用
人経営に 法人の方が が し

ていると感じる。
法人の方が、 度 度 や
業の が大きいな

現時点の
・ 作業の増大

人 の６

人 の
・ 立農業大 と した人材の受 れ
を 。農業大 ・２年生の ンターン
シッ を し、 業の 機 けを ってい
る。

・ 年4 に 、 年 に
年4 に 、 ３ の農大生を 社
として、雇用できた。

からの信用・雇用 の確保
雇用 の確保

人 の
・若 の 社 に夏 の作 け を作
成さ 、 ート 業 に作業 もさ るな
、管理を ている。

・ から まで 的な経 を早い
から ま るようにしている。

・担 （ ）により、自ら くようになって
きたと思う。

・ めに 合わ を行うな 、 ー 内の
ーシ ン くりに努めている。
からの信用・雇用 の確保

雇用 の確保
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経営
、
（おき ら の る） 3

県下 市 野

⽴年
令和 年 ⽉

経営規
6 （主 、 、 、 ）、

⼩ 1

売 規 １

社 ⼈、 、

業 数 １ 、

事業内容 ・⼩ の⽣産・販売

（にっし あぐり）
社 の由来は、 が る から

経 営 の 、 経 営 念

法⼈化の動機、検討期間２

・ （主 、 、 、 ）と⼩
を わ 、家 労 ⼒を主とした⼤規 経
営 6 を実 。

・機械 は な り 期間 ⽤し、
費の に努めている。
また、経営 化準備 と等を活⽤し計画
的な機械 を図っている。

経営 念
して

・ （ ）
税理⼠から 定の も出ており、 の
ターンを契機に法⼈化しては かと⾔われた。

・ （ ）
将来、雇⽤を るのに（ に い ）、個
⼈事業主 り法⼈ の が いと えた
雇⽤ の社会保 を

主 備

ラクター 3、準備 2 、
ン ン3 2、準備 1 、
植機2 1、準備 1 、

農 3 中2、準備 1 、
ー 中2、 3 、
機 中1、 2、準備 2
機2 １、準備 1 、
機・ 機・ 機
ラ ク2、 ラ ク１、 機 、
種機、 苗機、

４

経営
、
（おき ら の る） 3

県下 市 野

⽴年
令和 年 ⽉

経営規
6 （主 、 、 、 ）、

⼩ 1

売 規 １

社 ⼈、 、

業 数 １ 、

事業内容 ・⼩ の⽣産・販売

（にっし あぐり）
社 の由来は、 が る から

経 営 の 、 経 営 念

法⼈化の動機、検討期間２

・ （主 、 、 、 ）と⼩
を わ 、家 労 ⼒を主とした⼤規 経
営 6 を実 。

・機械 は な り 期間 ⽤し、
費の に努めている。
また、経営 化準備 と等を活⽤し計画
的な機械 を図っている。

経営 念
して

・ （ ）
税理⼠から 定の も出ており、 の
ターンを契機に法⼈化しては かと⾔われた。

・ （ ）
将来、雇⽤を るのに（ に い ）、個
⼈事業主 り法⼈ の が いと えた
雇⽤ の社会保 を

主 備

ラクター 3、準備 2 、
ン ン3 2、準備 1 、
植機2 1、準備 1 、

農 3 中2、準備 1 、
ー 中2、 3 、
機 中1、 2、準備 2
機2 １、準備 1 、
機・ 機・ 機
ラ ク2、 ラ ク１、 機 、
種機、 苗機、

４
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・法⼈化と た経営 の 法に いて、税理
⼠を派遣

・社会保 制度の と保険 の 定、法⼈化
後の就業規則の整備に社会保険労務⼠を派
遣した。

・専⾨家派遣 回 R 年度、 年度
R ,12 税理⼠

（経営 と た法⼈化 ）
R ,1 社会保険労務⼠

（法⼈化に 社会保 制度）
R ,8 社会保険労務⼠（就業規則）

経営 の４

法⼈化 た 経営の
の５

・法⼈化 に が となり経営 。

法⼈成りの の 産 等の 法
、 整中の内容もある

・ ・ ・ 産で価 が っているものは
個⼈から法⼈が る 向。

・ 価１ の 産が多いが、法⼈ 1 以
下（ ）で売 。
売 は12 31付け

・経営 化準備 を活⽤した 産
は 価 を 計 して 価格を

定 る。個⼈ 産（ ）に とも検討。法⼈
は る。

・ の は , 程度と る。

等の ⾔がされた。

法⼈化に際しての懸念等３

・法⼈化後に 増となる経費 の
（社会保険 等）
・事務 理 の増

５

・法⼈化 に が となり経営 。

法⼈成りの の 産 等の 法
、 整中の内容もある

・ ・ ・ 産で価 が っているものは
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かる水 も増えてくることが される。
２ 程度の雇用を していく。
農 期の作業を確保するということであれ 作業受 も する。

将来の経営 を立 する。

今後の意気込み

法人化後に感じるメリット等７
・現時点では 人経営時と大きな は感じ
ない。

・ も、法人か うかよりも、 定農業
であるか かで変わってくる。

・法人化後の 担は増 したと思う。

・家 と法人経理の分 にもより注意を うよ
うになった。

・水 枚数は260枚あり、自己保全管理（
）も 0枚程度

・ は 0 程度、 な地

・畦畔管理は自家労力で、 ー による
草刈、 ーンを 用した を年３～
４回

・水管理も自家労力で行っている。中 はしっ
かり

・ の は、 社を じ メー ー

・ 用 は、 で地 すものが
い。

・ は、 経 での

・大 ができれ 、 のあとに業 用 もやりた
い もある

大規模経営のポイント６

管理圃場
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法⼈化の動機 等ついて
事 において、各法⼈から主な法⼈化の 機や として られたのは、下 のとおりで

あった。
事 法⼈で された法⼈化の 機や

ス安 農 A R

制度 の⽀援

１⼈材の確保 成
社会保険制度の整備

な経営
⽤⼒の 化

経営 の

事 等から る法⼈化の 機や 等に いて

４ 対 の 化
法⼈化後に取引 からの引き いが増えたと

い が る との がある に、法⼈化が
企業としての ー 向 や 取引等の
化に ながる がある。
また、計数管理 の 務化）や
各種法定 務を 経営 な ため、
機 や取引 に る ⽤⼒の向 とい 果
が期 できる。

５ 経営 の
家計と農業経営が 確に される とや、

計数管理 の 務化）の
に 経営 の とい 果も期 でき
る。

の
個⼈経営に 、制度 の が⼤き
い とや、 成 会社から
の出 を受けられるな の がある。

な が、 事 から された。

⼈ の
して法⼈化の 機として されたのは、⼈

材の確保 成であった。
法⼈は、個⼈経営に 、社会保険制度の整
備に り から⼈材を確保し いとい が
ある。 事 では ⽤ る の親御さんか
ら法⼈就業であるため安⼼であるとの声もあった
との もあった。

２ の
法⼈化に い労 保険・雇⽤保険
保険・ ⽣年 保険は 制 ⽤となり 農事
法⼈は あり 、就業規則の整備な 就業
が 確化される ととなる。

社会保険には の があり、 等を
に る とができれ 、保険 の

も図れる。（個⼈経営で る、
保険には とい え はない。）

３ 経営
事 では、親から の経営 を契機

（ が 取 ）として法⼈化した経営 が
事 あった。
個⼈経営では に 産や契約
の の⼿続きが であるが、法⼈化に

し、法⼈に 産等を される とで、 した
さを回 できている。

また、法⼈化後は、 に が しても、
事業 産の や 的な が 続できる

がある。（相続税 策にもなる。）
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な 、 には されていないが、

７ の があることも法人化の 点
である

人 得には の 得 が 用され
るが、法人 得は定 の法人 が 用さ
れるため、 人に 定 の 得規模がある場
合は、 担が される。
また、 人の 業 得から法人化により
得 の により 業 自 の

も れる がある。

人 経 の
法人の経 る もある
・ 規程を作成し、 の を受ける。
・ の
・ 人の場合は を受けていた場合は

や が受けることができない
が、法人化をした場合には 得 によっては

や 特 、 を
受けることができる。
・ 確定 に する を

することにより、役 の を受けるこ
とができる。
・ 人では生 保 は 定 しかできな
いが、法人保 では経 として取り える。
・保 を 用した 業承継 や が

である。届出書を税務署へ提
出することにより、役員賞
与の支給を受けることがで
きる。
・個人では生命

等から見る法人化の 機やメリット等について

法人経営 人経営の に
る

に る の る に

の の る
の 人 に
法人 の る。

このため、法人化後の や社 保 の
担について、 を行った方が い。

人経営と法人経営の ・社 保 担の
の は、 のと りである。

の
・ 業 、 （ ）、 業 （ れ れ

39 ）が 業に 、 業 は 人
（ )。
・ 人の農業 得が5,000 であり、法人化後の役

については、 000 で
・代表 の 得 の については、社 保 等の

で行った
・法人化後については、 については、 業 の

特 の対 として

人経営時の
年 得 000

業
1, 00

（1 ） 0
規雇用 3,000

法人化後の
年間 得 000

業 （40 ） 得 000
（40 ） 00
（ ） ０

規雇用(40 ) 3,000

人 業と 得
0

保等 4
合

法人 業 法人
得 0

0
社 保 等 1, 4

合 2,132
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法人化の の 意

経営 の法人化の
の 化 経営 の
農業経営（ 人）の法人化を るに し、法
人化の 化することが、大 である。

農業経営には。 な があり、 の
の の つが、法人化である。
雇用人材の確保、対外的な信用力の拡大な
法人化する 的をはっきりさ 、法人化を経営発
に かすことが である。

のためにも、法人の経営 の を行
うことが、 である。

の の
農業経営（ 人）の法人化については、
なメリットや 意点があることを 理した。

特に、法人化メリット る の
と えられる。

法人化に な 得水 は、 農業経営
が かれた によって なるため、 の経営

に して することが である。

までに、山 農業経営 センターの
を受けて 人経営を法人化した に ける

経営分 と法人化時の収益規模については、
表のと りである。

経営 の
な安定経営を すため、現 の経営

をもとに、 法人の経営理 に い、法人化
後に増 する経 等も見込 だ５年程度の中期
経営 を作成し、 等と 化することが
大 である。

の
法人化により 数管理( 記の記帳

化）の に う経営 意 の という が
ある 面、 担の増 があることも である。

法人の
経営が 字でも、法人 の 担が められ

る。

山 農業経営 センターの を受けて 農業経営を
法人化した経営 数と収益規模 分 （ ２年～５年）

経営 数
水 ・ き 産

1 2
1

2 1
1 1

集 営農法人化を き、経営 のある を ント

５ ～７

～３
収益規模（ 等含む）

３ ～５

７ ～
～

農業経営の法人化に しては、 の点について 意が である。
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2

５ の
な⼈材を確保しか 定 さ る とが で

ある。
農業は労 準法の労 間 が ⽤され
ないが、 な⼈材を確保 るためには、 ⼒のあ
る労 の整備が である。
労 や 場内の規 を定めた就業規則は、
雇⽤ 業 が1 ⼈以 いるときは作成を

務 けられ、 管の労 準 に け出を⾏
があるが、労 を る とで、 場に

おける ラブ の にも である。
て、 費規程や 規定な の 規定も整

備 る がある。

の の
個⼈経営と法⼈経営での社会保険
は、 1 に したとおりである。
法⼈の場 、 保険と ⽣年 保険は 制
⽤され、保険 は事業主 法⼈ と 業 で
る ととなる。
また、 業 が１⼈以 いる場 は、労 保険と
雇⽤保険も 制 ⽤され、労 保険の保険 の

と雇⽤保険の保険 の約 を事業主（法
⼈）が、 りを 業 が る ととなる。

の

産の
個⼈の事業⽤ 産を法⼈に引き ぐ場 には、税

制や 制度な に が である。
産 産、農機 等 に いては、

や し い価 で した場 、 なし
課税に

産 ・ 、 ）に いては、法⼈が
取 るために る があるため
付を検討 る

２ に した機 等の
法⼈化に し、 等の を活⽤し取 した機
械・ 等を法⼈に引き ぐ場 、 則として
を る があるが、 を受 した が機
械・ を引き ぐ法⼈の経営に わり、 的に
って ・機械等を ⽤ る場 は、 の

の はない（ ⽤ を求められる場 あり

３ 経営 化 の
個⼈で ⽴てた農業経営 化準備 は、法⼈
に引き ぐ とはできない。また、農業経営 化準
備 で を受けている は、 が ⽣
る ースがあるため、 付を検討 る とも 案

である。

４ 、 の
農 格化法⼈の を た ため定款作成
にあたり、 開会社でない と、主たる事業が農業・農
業 事業となる とを るとともに で
した場 でも、 として 事 の が
となる。

法⼈化の の 事

社会保険制度の
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農業経営法人化の相談（経営試算や税務上の対応等）は、山口県農
業経営支援センターの専門家をご活用されることをお奨めします。

なお、専門家派遣に関する農家負担はありません。

法⼈化の の 事

の

経営 化 の対応

の数年、農業経営を取り は、⼤き 化
している。

費税の ン ス制度が開 された。
また、 保 法は、税務 書 の
ータ保 を と る法 で、取引に る書

に される （取引 ）を
ータをやり取りした場 の、 ータに る保
務や の保 法等が求められる。

のため、農業経営会計の （ タ ランス
ー ー ン）化が、 となってきている。

農業経営の法⼈化に る 化と て、農
業経営会計の 化を て⾏え 、 と えら
れている事務が 化される。

会計の 化に る事務の 化
・会計 理
・ 費税の 課税の をしていない場 の ン

スの経理 理
・ 保 法の
A に る 求書や 収書の 化や ⾏ ータ
や ー ータの取り と会計 ータ の
に る の作成 保 法の

雇⽤管理や け出の 化
・タ ム ー や ス ムの ⽤に り、
の管理や超 務の管理、 計
との に りスムー な 計 が

・社会保険・雇⽤保険の⼿続の
の活⽤ を ⽤した 出作成
ラムの ⽤）

今後、 れらの とも法⼈化に して検討し
てい がある。
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法⼈経営と個⼈経営の い

産 経営の法⼈化の
人 法 人 ン

経
営
・
運
営
⾯

経営管理 家計と経営が分離されてい
ないケースが多い

家計と経営が明確に分離さ
れ、経営管理が徹底される

対外信⽤
⼒

経営者個⼈に対する信⽤⼒
に限定

計数管理の充実・各種法定
義務 経営報告等）を伴うた
め、⾦融機関や取引先に⾜
しうる信⽤⼒が向上

複式簿記での基調が
義務化されるなど経
理・申告事務が増加

法⼈にとなることで、企業
としてのイメージが向上

取引⾦融機関からの
資⾦調達が円滑化

⼈材の確
保・育成

社会保険制度が未整備な場
合が多く、親族以外からの
⼈材が確保しにくい

社会保険制度の整備により、
外部からの⼈材を確保しや
すい

経営継承

個⼈名義の取引や契約の締
結のため、代表者交代に伴
う資産や契約関係の継承⼿
続きが煩雑

法⼈名義の取引や契約の締
結のため、代表者が交代し
ても事業資産の帰属や対外
的な契約関係が継続

円滑な経営継承が可
能

後継者は親族中⼼ 後継者を役員や従業員から
確保しやすく、他の法⼈と
の合併等も可能

制
度
⾯

税制⾯

累進課税の所得税が適⽤ 定率課税の法⼈税が適⽤ 個⼈に⼀定以上の所
得規模がある場合は
税負担が軽減

所得の分配 役員報酬の給与
所得化など による事業主⾃
⾝への課税軽減

法⼈に利益はなくて
も都道府県⺠税 均
等割 とうの納税義
務は発⽣

社会保険
制度

労災保険・雇⽤保険は任意
適⽤注

労災保険・雇⽤保険は、強
制適⽤注2

社会保険制度の充実
により、外部からの
⼈材を確保しやすい

国⺠健康保険・国⺠年⾦に
加⼊

健康保険・厚⽣年⾦保険は、
強制加⼊注

社会保険制度の導⼊
に伴う事業主負担の
発⽣

労働時間等の就業規則が整
備されるなど、就業条件が
明確化注

福利厚⽣等の待遇改
善により多様な⼈材
確保の期待

制度資⾦

制度資⾦ 農業近代化資⾦、
スーパー 資⾦等 の融資
が受けられる

制度資⾦ 農業近代化資⾦、
スーパー 資⾦等 の融資限
度枠が拡⼤

資⾦により別要件あ
り ｽｰﾊﾟｰ 資⾦は認定
農業者

農業法⼈投資育成事業を
営む株式会社 アグリビジ
ネス投資育成株式会社な
どから出資が受けられる
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県農業経営⽀援センターに いて

県農業経営⽀援センターは、農業経営 化 法に き された 県農業
経営・就農⽀援センター（ 県農業 課）の中の で 。

山口県 農業 等

農業 農支援センター
やまぐち農林振興公社

・就農 者に対する
業務、就農イ 等

農業会議

・就農

・雇⽤就農
資⾦

、 、農 務

ー

山口県農業経営 農支援センター
山口県

県農業経営・就農⽀援センター
県農業経営・就農⽀援⽀援センター（ 県農業 課）は、農業を を確保・

成 るため、市 や農業 と して、 就農サ ー （就農等に る相談 、
に た市 等 機 の ・ 整な ） 経営サ ー （農業経営の 、

法⼈化や な 等に な ⾔・ な ）を実 していま 。
就農相談、経営相談 れ れに いて、 のとおり を していま ので、 たに就農を
される 、農業経営等に いて相談したい農業 の は、 にお声掛け ださい。

経営相談（農業経営支援センター）
所 県 2
所 県農業 合営農企 課

受 時間 ⾦
年 年 ・ を く）

農相談（農業 農支援センター）
所 県
所 ）や 農 社

担い⼿ 課

受 時間 ⾦
年 年 ・ を く）

農業経営支援センター
ＪＡ山口県

・経営 の課 に た
と課 に向けた

ー
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農業経営・就農 ー 事 2

県農業経営⽀援センターに いて
県農業経営農⽀援センターは、農業 の経営課題の解決を、専⾨家を ⽀援 ームの

派遣に り、 していま 。（ 、 に ）

「山口県農業経営・就農支援センター」専門家登録状況（令和５年６月23日現在）

1 中小企業診断士 柴 田 史 雄 柴田中小企業診断士事務所

2 中小企業診断士 大 﨑 道 男

3 中小企業診断士 金 田 孝 三 郎 株式会社ＫＰＭ

4 中小企業診断士 小 林 昭 康 ＹＭＳ株式会社

5 中小企業診断士 土 井 一 海 土井合同事務所

6 中小企業診断士 川 北 知 加

7 中小企業診断士 清 田 健 一 株式会社清竹

8 中小企業診断士 中 本 和 幸 中本経営コンサルタント事務所

9 中小企業診断士 井 本 浩 嗣 合同会社ワライト

10 中小企業診断士 松 永 暢 夫 松永経営システム研究所

11 中小企業診断士 髙 橋 貞 暢 オフィス夢実現

12 中小企業診断士 板 井 川 浩 icompanies（アイカンパニーズ）

13 中小企業診断士 金 子 知 史 金子知史中小企業診断士事務所

14 中小企業診断士 溝 田 修 司 M＆Sコンサルティング

15 中小企業診断士 白 松 秀 隆 白松事務所

16 中小企業診断士 西 島 拓 ウエスト・アイ・ランドコンサルティング

17 中小企業診断士 篠 田 典 彦 篠田中小企業診断士事務所

18 中小企業診断士 上 村 紀 子 うのコンサルティング

19 中小企業診断士 三  草　   宏  樹

1 社会保険労務士 赤 井 孝 文 赤井労務マネジメント事務所

2 社会保険労務士 藤 村 徹 フジムラ経営労務管理事務所

3 社会保険労務士 浅 野 公 司 浅野社会保険労務士事務所

4 社会保険労務士 石 井 富 可 志 石井社会保険労務士事務所

1 税理士 住 江 忠 彦 住江忠彦税理士事務所

2 税理士 小 野 俊 則

3 税理士 岡 本 栄

4 税理士 久 保 雅 典 税理士法人　維新

5 税理士 花 井 宏 行 花井公認会計士・税理士事務所

6 税理士 吉 山 邦 明 尾崎税理士事務所

7 税理士 岡 﨑 謙 司 公認会計士岡﨑謙司事務所・税理士事務所

1 司法書士 吉 武 要 一 吉武要一司法書士事務所

2 司法書士 保 田 善 生 保田事務所

3 司法書士 野 上 茂 樹 第一総合事務所

4 司法書士 林 賢 亮 司法書士はやし法務事務所

1 行政書士 福 永 龍 臣 行政書士福永龍臣事務所

1 総括畜産コンサルタント 清 水 誠 畜産コンサルｓｈｉｍｉｚｕ

NO. 業種 氏　名 企業団体名

⼭⼝県農業経営⽀援センター
窓 ⼝ 県農業 営農販売事業 営農企画課内

2 市⼩ 下 １ JA
83 6 68 A 83 6 686

R
地域窓⼝ 最寄りの各農林（⽔産）事務所 農業部 、市町、JA
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集 ン ー、引⽤

県農業経営⽀援センター 経営 会

所 属 役 職・氏 名

山口県農業振興課 経営体育成班調整監 白石 千穂

山口県農業振興課 経営体育成班主査 高橋 一興

山口県農林総合技術センター企画戦略部 技術革新普及グループ主査 原 裕美

公益財団法人やまぐち農林振興公社 農地中間管理事業部アドバイザー 小林 剛

一般社団法人山口県農業会議 総務係長 平川 輝

山口県農業協同組合中央会 農政対策部次長 吉武 悟志

山口県農業協同組合担い手総合対策室 担い手支援課長 藤光 隆文
農業経営支援センター 経営専属スタッフ 中小企業診断士/社会保険労務士白松事務所代表

白松 秀隆

農業経営支援センター事務局長 山口県農業協同組合営農指導部長 佐々木 秀治

農業経営支援センター事務局 山口県農業協同組合営農企画課長 桝本 亮

農業経営支援センター経営専属スタッフ 山口県農業協同組合営農企画課 田村 尚志

修

中⼩企業診断⼠ 社会保険労務⼠ 事務 ⽣

税理⼠事務 ⽣

引⽤

個⼈ 農業 の 様 農業経営の法⼈化の め（農 産 2 1 年 ⽉）
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